


はじめに

京都府環境影響評価条例

の手続きの流れ

• 京都府環境影響評価条例は
平成25年に改正され、事業
計画の立案の段階で実施す
る環境影響評価手続（配慮
書手続）を導入。

• 現在、事業計画を策定する
前の配慮書の手続の段階。

• 今後、本手続きを経て事業
計画の策定を進めるととも
に、環境影響評価に係る方
法書以降の手続きを実施し
ていく予定。
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事業者の名称等、事業の目的

第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所

対象事業の目的

○名称 ：枚方京田辺環境施設組合
○代表者の氏名 ：枚方京田辺環境施設組合管理者 石井 明三
○主たる事務所の所在地：大阪府枚方市大字尊延寺2949番地

• 枚方市では、東部清掃工場（平成20年12月稼働）と穂谷川清掃工場（昭和63年３
月稼働）のうち、後者が老朽化したことから、新たな処理施設の整備が喫緊の課題。
また、京田辺市では、環境衛生センター甘南備園焼却施設（昭和61年12月稼働）
が老朽化したことから、後継施設の計画が必要であった。

• 両市では、平成21年に「一般廃棄物処理（ごみ処理）に係る相互支援協定」を締
結し、平成26年には可燃ごみの広域処理を視野に入れた「ごみ処理施設整備基本
構想」を策定。さらに「可燃ごみの広域処理に関する基本合意書」が締結され、
「可燃ごみ広域処理施設」を共同で新たに建設し、ごみ処理を行うこととなった。

以上より、枚方市と京田辺市は共同で可燃ごみ広域処理施設の平成35年度稼働を
目指し、整備を行うものである。
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第一種事業の名称

○名称：枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備事業
○種類：廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物焼却施設の設置

の事業



事業実施想定区域の位置 4

位置 ： 京都府京田辺市田辺ボケ谷地内
（既存の甘南備園に隣接した区域）

【 事業実施想定区域の現状：平成23年5月 】

【事業実施想定区域の現状：平成29年4月】
出典：Google map(平成29年4月現在)

2km

京奈和
自動車道

国道307号

田辺西IC

京田辺駅

甘南備園



施設位置（事業実施想定区域）の検討経緯 5

• 枚方市では、枚方市内での候補地として、穂谷川清掃工場と東部清掃工場を「都
市計画運用指針」（平成20年、国土交通省）等に示された基準等で検討した結果、
東部清掃工場用地が最適とされたが、広域処理する場合には、京田辺市域にも適
地を求めることが可能とされた。

• 京田辺市では、甘南備園で焼却施設が更新されてきた経緯があり、当該地は、ご
み焼却場の位置及び面積等について十分に検討が行われている。さらに、計画位
置等は都市計画運用指針等に示された考え方に、十分配慮されており、現在の土
地利用状況等を考慮しても、甘南備園が最適とされた。

• 以上の経緯を踏まえ、将来の建て替えなどの長期計画を見通しながら両市の負担
の公平性や住民の理解に配慮した適地選定を検討・協議した。

• その結果、甘南備園焼却施設の稼働時期が穂谷川清掃工場より早いこと、それに
伴い大規模改修や更新計画を先に進めていたことから、京田辺市の候補地での建
設を先行させることが合理的と考えられた。

以上を前提として定めた「ごみ処理施設整備基本構想」は、両市においてパブリッ
クコメントの実施等により市民合意の下、策定されたことから、甘南備園の地域で
の建設を進めることとなった。



整備に係る基本方針 6

• 環境保全性を最も重視し、さらに資源やエネルギーの有効利用（資源循環性）、
長期にわたる安定した稼働の確保（安定稼働性）、経済性などを考慮し、以下の
基本方針に基づいて整備する。

（１）環境保全性

広域処理によるスケールメリットを最大限に生かして、信頼性の高い排ガス処理設備
の導入や適切な運転管理の継続により環境保全に取り組む施設とし、排ガスについては、
関係法令による排出基準より厳しい自主基準を設定する。

（２）資源循環性

焼却に伴う熱を利用して、主に発電を行って、施設内で消費される電力を賄い、さら
に余剰な電力については、電力会社に売却を行う。また、施設に必要な熱源として利用
する。このように、施設を単なる焼却施設とするのではなく、ごみを原料としたエネル
ギーセンターとして位置付け、温室効果ガスの排出量等を削減して循環型社会や低炭素
社会に寄与する施設とする。

（３）安定稼働性

ごみ処理における最大の住民サービスは、日々発生するごみを支障なく適正に処理す
ることにより、地域内の公衆衛生を保持することである。そのため、トラブルが少なく、
維持管理が容易で長期の耐用性に優れた設備を導入する。また、ストックマネジメント
の考え方を踏まえた施設の維持管理・予防保全の計画を策定し、長寿命化に留意した施
設とする。

（４）経済性

施設の設計・建設から運転・維持管理に至るまでライフサイクルコスト（LCC）の低減
を意識した施設とする。



事業の規模等

項 目 内 容

種類 ごみ処理施設

処理方式 ストーカ式焼却炉 注1

施設規模（処理能力） 168ｔ/日 注2
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注1）ストーカ式焼却炉は、ストーカ（火格子）の上に投入したごみを乾
燥、燃焼、後燃焼工程に順次移送させながら燃焼させる方法である。

注2）施設の処理能力は、既存施設である穂谷川清掃工場及び甘南備園焼
却施設における可燃ごみ量及び災害廃棄物に係る施設規模を踏まえ
て想定。現時点の想定であり、ごみの発生量の減少を踏まえて変更
する場合がある。



環境保全目標 8

項 目 内 容

大気

法令の排出基準、東部清掃工場の自主基準値もしくはより厳しい値を設
定。

水質

・生活排水及びプラント排水ともに公共用水域へは放流せず、下水道放
流を行う計画である。（プラント排水は、排水処理設備において適切
な処理を行い、循環利用を図ることを基本とし、余剰なものについて
のみ下水道放流する方向で協議・調整を進めることとする。）

・京田辺市公共下水道条例に基づく、排除下水量の最も多い区分に適用
される排除基準を計画目標値とする。

悪臭 悪臭防止法に基づく規制基準を遵守するとともに、最新の技術を採用す
るなど低減に努める。

騒音・振動 法令の規制を受けないが、周辺の規制基準を遵守するとともに、最新の
技術を採用するなど低減に努める。

項目 排出基準等 計画目標値

ばいじん（g/m3N） 0.04以下 0.01以下

塩化水素（HCl）（ppm） 約430以下（700mg/m3N以下） 10 以下

硫黄酸化物（SOX）（ppm） Ｋ値2.34（数百ppm程度） 10 以下

窒素酸化物（NOX）（ppm） 250以下 20 以下

ダイオキシン類（ng-TEQ/m3N） 0.1以下 0.05以下

水銀（μg/m3N） 新設：30以下、既設：50以下 検討中



関係車両の主要走行ルート計画 9

• 京田辺市及び枚方市を結ぶ国道307号を走行する計画。

• また、施設の建設と合わせて、国道307号と施設を結ぶ接続道路を設置する計画。



項目/期間 1年目 2年目 3年目 4年目

造成
工事

土木造成

プラント
工事

設 計

施設建設

建設施工計画 10

• 可燃ごみ広域処理施設の建設では、造成工事に約1年間、プラント工事に約３年間
を要する。

• 完成までに約４年間の期間を要する。



環境配慮方針 11

• ごみの焼却処理により発生する排ガスについては、関係法令による排出基準より
厳しい自主基準を遵守する。

• 施設の設計に当たっては、大気質、騒音、振動や日照障害、電波障害などの周辺
生活環境への影響について、回避・低減に努める。

• 建設工事に伴う騒音、振動をできる限り防止するため、低騒音、低振動の施工方
法を可能な限り選択し、低騒音・低振動型の建設機械の採用に努める。また、建
設機械の稼働や工事用車両の走行の分散に努める。なお、粉じんの飛散防止対策
として、散水や仮囲いを行う。

• 施設の供用に伴う騒音、振動、悪臭については、規制基準を遵守するとともに、
最新の技術を採用するなど低減に努める。

• 施設の配置・構造等の検討に当たっては、地形改変の程度を極力限定することな
どにより、動物、植物、生態系への影響の低減に努めるとともに、周辺環境や土
地利用との調和を図り、景観の保全等に配慮する。

• 施設の建屋は、周辺環境に配慮した外観とする。

• 降雨時における下流河川への濁水流出の低減に努める。

生活環境

自然環境



環境配慮方針 12

• プラント排水は、排水処理設備において適切な処理を行ったうえで場内で再利用
し、水の循環利用を図る。

• 「京都府循環型社会形成計画」（平成24年３月、京都府）及び「大阪府循環型
社会推進計画」（平成28年６月、大阪府）に示される循環型社会を構築するた
めの基本方針に留意し、適正な廃棄物資源化の推進や適正処理を図る。

• 施設の設計に当たっては、建設時における建設副産物の発生低減や再利用に努め
る。

• 工事の実施に伴う発生土は、事業計画地内の盛土材として極力再利用するほか、
余剰分については、他の公共工事などへの活用に努める。

• 焼却に伴う熱を利用して主に発電を行い、施設内で消費される電力を賄うととも
に、余剰電力を売却する。また、施設に必要な熱源として利用する。

資源循環・環境負荷
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環境影響を受けるおそれがある地域（計画段階関係地域）は、特に広域的に影響が
生じると想定される煙突排ガスによる大気質の影響が大きくなると想定される位置を
十分に包含する範囲として、事業実施想定区域の中心から半径約２kmの範囲（該当
市：京田辺市及び枚方市の2市）を設定。

約2km

計画段階関係地域

・「廃棄物処理施設生活環
境影響調査指針」において、
煙突排ガスによる影響の調
査対象地域として、最大着
地濃度出現予想距離の概ね
２倍を見込んだ範囲を設定
する方法が示されている。

・本施設の近傍に位置し、
処理能力が本施設よりも大
きい既設の枚方市東部清掃
工場整備に係る環境影響評
価の排ガス拡散予測（焼却
施設処理能力：400t/日、煙
突高さ：100m）では、年平
均値の最大着地濃度出現予
想距離は煙突から0.8kmの
位置と予測されている。こ
の２倍距離は1.6km。

京田辺市

枚方市
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主な地域の概況① （大気質） 16

• 各測定局において、主要
項目であるSO2、NO2、
SPM、ダイオキシン類の
平成26年度測定結果は、
いずれも環境基準を満足
している。

• 事業実施想定区域に隣接
する住居はなく、最寄住
居は約500m離れている。

一般環境大気測定局
（出雲保健所）

1

3
2

第二京阪道路環境監視局

一般環境大気測定局

ダイオキシン類常時監視地点

事業実施想定区域

凡例

京田辺地域気象観測所

4



主な地域の概況② （騒音・振動） 17

• 自動車騒音は、測定地点のうち
京田辺市の４地点、枚方市の１
地点で環境基準を超過している
が、全ての地点で要請限度値は
下回っている。

• 環境騒音は3地点とも、昼間、夜
間ともに環境基準を満足してい
る。

• 道路交通振動は、全ての地点で
要請限度を満足している。

5

4

6

2

1

3

10

9

11

12

2
7

4
6

3 8

5

1

3 1

2

道路交通振動測定地点

自動車騒音測定位置

環境騒音測定位置

事業実施想定区域

凡例



主な地域の概況③ （景観） 18

名称 種類

1 甘南備山 眺望点
2 国見山 眺望点
3 飯岡丘陵 地形・地質

名称 種類

1
咋岡神社の
「スダジイ」

植物

2 一休寺 景観(花)

3 甘南備山
ハイキングコース・
眺望点

4 国見山
ハイキングコース・
眺望点

5 飯岡丘陵 地形・地質

5

4

2

1

3

景観資源

主要な眺望点

事業実施想定区域

凡例

2

1

3

主要な眺望点

景観資源

国見山

甘南備山

飯岡丘陵

一休寺

咋岡神社の
｢スダジイ｣

出典：「京都の自然200選」（京都府ホームページ）
「きてみて枚方マップ 枚方八景」（枚方市ホームページ）
「四季の見どころ花散歩」（京都府・市町村共同統合型地理情報システムGIS）
「甘南備山マップ」（平成25年、公益社団法人薪甘南備山保存会）
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設定方針 20

• 第一種事業等に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種事業
等が実施されるべき区域の位置、規模又は工作物の構造若しくは配置に関する複
数の案を適切に設定する

環境影響評価等についての技術的事項に関する指針（平成11年京都府告示第276号）

本配慮書では、施設等の配置に係る複数案（2案）及び工作物の構造（2案）を設定

※以下の2点よりゼロ・オプション（当該事業を実施しない案）は設定しない。

①現在稼働中の穂谷川清掃工場及び甘南備園焼却施設の老朽化が進行。

②生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図っていく上で、両施設の更新施設として
の可燃ごみ広域処理施設の整備は必要不可欠。

本配慮書における複数案の設定方針
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◆X案

• 造成箇所の計画地盤高が120m

• 造成規模の縮小に留意

◆Y案

• 造成箇所の計画地盤高が115m

• 幹線道路から敷地への高低差の縮小に留意

◆A案

• 煙突高さを100mとする

• 枚方市東部清掃工場の煙突高さと同じ

◆B案

• 煙突高さを59mとする

• 全国的に採用実績が多い

施設等の配置に関する案

工作物の構造に関する案
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選定方針 23

• 第一種事業等に係る計画段階配慮事項の選定は、事業特性及び地域特性
についての情報を踏まえ、影響要因が環境要素に及ぼす影響の重大性に
ついて、客観的かつ科学的に検討することにより行う。

環境影響評価等についての技術的事項に関する指針 (平成11年京都府告示第276号)

• 事業特性及び地域特性に関する情報等を踏まえ検討を行った結果、いず
れの環境要素についても、重大な影響が生じる可能性は小さいと考える。

⇒本配慮書では、設定した複数案間で影響の程度が異なると想定される主
要な項目を選定した。

本事業における計画段階配慮事項の選定方針



選定結果

影響要因の区分 工事の実施 存在及び供用

環境要素の区分
細区分

細区分

造
成
等
の
工
事
に

よ
る
一
時
的
な
影
響

建
設
機
械
の
稼
働

資
材
及
び
機
械
の

運
搬
に
用
い
る

車
両
の
運
行

雨
水
の
排
水

地
形
改
変
後
の
土
地

及
び
工
作
物
の
存
在

施
設
の
稼
働

施
設
関
係
車
両
の

運
行

廃
棄
物
の
発
生

大気
環境

大気質

二酸化硫黄 － － － － － ○ － －
浮遊粒子状物質 － － ○ － － ○ － －
窒素酸化物 － － ○ － － ○ － －
ダイオキシン類 － － － － － ○ － －
有害物質（塩化水素、水銀） － － － － － ○ － －

騒音及び
超低周波音

騒音レベル及び
超低周波音レベル

－ － ○ － － － － －

振動 振動レベル － － ○ － － － － －

景観
主要な眺望点及び
景観資源並びに眺望景観

－ － － － ○ － － －

24

：施設の配置に関する案（X案 or Y案）により違いが生じる項目

⇒ 資材等の運搬車両の運行に係る大気質・騒音・振動

：工作物の構造に関する案（A案 or B案）により違いが生じる項目

⇒ 工作物の存在・施設の稼働に係る大気質、景観
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工事の実施（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行） 26

調査の結果

項目 調査結果

1）関係車両の

走行ルート周辺の

保全対象住居等の

分布状況

• 調査地域には工場等が多く保全対象住居等は存在

しない

• 京田辺市・枚方市市街地の沿道には保全対象住居

が存在。

2）関係車両の

走行ルートの状況

• 関係車両の走行ルートとなる国道307号は、事業実

施想定区域がある区間では歩道のない２車線道路。

• 枚方市域内及び事業実施想定区域の東側近傍で接

続している京奈和自動車道の田辺西インターチェ

ンジ以東においては、歩道のある２車線道路。



工事の実施（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行） 27

予測手法・条件

複数案
Ｘ案

（計画地盤高120m）

Ｙ案

（計画地盤高115m）

掘削土量 約16万ｍ3 約25万ｍ3

想定される残土等運搬台数 約3.3万台 約5.1万台

関係車両の
走行ルート沿道の保全対象

住居等が存在 住居等が存在

• 設定した複数案による掘削土量及び想定される残土等運搬車両台数の程度を踏ま
え、道路沿道における大気質・騒音・振動に係る影響の程度について、定性的に
予測した。

＜予測条件＞



工事の実施（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行）

複数案
Ｘ案

（計画地盤高120m）

Ｙ案

（計画地盤高115m）

大気質・騒音・振動
に対する影響の程度

Ｙ案に比べ掘削土量及び
想定される残土等運搬車両
台数は少なくなる。

従って、工事の実施に伴
う道路沿道における大気
質・騒音・振動への影響の
程度は、Ｙ案に比べ相対的
に小さくなる。

Ｘ案に比べ掘削土量及び想
定される残土等運搬車両台数
は多くなる。

従って、工事の実施に伴う
道路沿道における大気質・騒
音・振動への影響の程度は、
Ｘ案に比べ相対的に大きくな
る。

28

予測・評価の結果

• 想定される残土等運搬車両台数は、Ｘ案の方が少ないことから、Ｘ案の方が道路
沿道における大気質・騒音・振動の影響は相対的に小さくなると予測される。



工事の実施（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行） 29

環境配慮の方針

• 工事の実施に当たっては、環境負荷が高い複数の工程が集中しないよう、建設
機械の稼働や工事用車両の走行の分散に努める。

※ 方法書以降の環境影響評価手続においては、必要に応じ、項目の選定及び現
地調査を実施したうえで、検討された施工計画に基づく詳細な予測及び必要に応
じた環境保全措置の検討を行い、事業における影響の低減を図る。



土地又は工作物の存在及び供用（施設の稼働） 30

項目 測定局 平均値

二酸化硫黄 枚方市 王仁公園局 0.002ppm

二酸化窒素 京田辺市 田辺局 0.014ppm

浮遊粒子状物質 京田辺市 田辺局 0.023mg/m3

ダイオキシン類 枚方市 王仁公園局 0.023pg-TEQ/m3

調査の結果

① 濃度

② 気象

N

E

S

W

12%

4

8

3m/s

2

1

13.3％

1.9m/s

風向出現頻度（％）

平均風速（m/s）

上段：静穏出現率（％）

下段：平均風速（m/s）

静穏＝0.5m/s未満

• 年間の最多風向は、北北西の風が最
も多く出現頻度は11.1％。次いで東
南東10.0％、南東8.7％であった。

• 年間の平均風速は1.9m/s。

※ 二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質は平成17年度～平成26年度の平均値。
ダイオキシン類は平成21年度～26年度測定結果より設定。

※ 事業実施想定区域の最寄の測定局における測定結果である。



土地又は工作物の存在及び供用（施設の稼働） 31

・予測式 ：窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕に準拠し、プルーム式・パフ式
を用いて年平均値を予測した。

・煙突排ガスの諸元：可燃ごみ広域処理施設整備基本計画で定めた排出濃度を設定。また、排
ガス量等は「ごみ処理施設台帳（平成21年度版）」におけるストーカ式
の類似規模施設の数値のうち、最大の値を設定した。

・気象条件 ：京田辺地域気象観測所の平成28年の測定結果を適用。

予測手法・条件

• 二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及びダイオキシン類ともに、最大着地濃度地点に
おける寄与濃度は、Ａ案（煙突高さ100m）と比べ、Ｂ案（煙突高さ59m）の方が高くなる
と予測される。ただし、将来濃度（年平均値）は両案とも同程度の値となる。

予測・評価の結果

項目 煙突高さ

BG濃度

（年平均値）

①

寄与濃度

（年平均値）

②

将来濃度

（年平均値）

①＋②

日平均値の

２％除外値又は

年間98％値

環境基準

二酸化硫黄
Ａ案：100m 0.002ppm 0.0000158ppm 0.002ppm 0.005ppm １時間値の１日平均値

が0.04 ppm以下Ｂ案： 59m 0.002ppm 0.0000237ppm 0.002ppm 0.005ppm

二酸化窒素
Ａ案：100m 0.014ppm 0.0000164ppm 0.014ppm 0.030ppm

１時間値の１日平均値
が0.04ppmから
0.06ppmまでのゾーン
内又はそれ以下Ｂ案： 59m 0.014ppm 0.0000245ppm 0.014ppm 0.030ppm

浮遊粒子状物質
Ａ案：100m 0.023mg/m3 0.0000158mg/m3 0.023mg/m3 0.053mg/m3

１時間値の１日平均値
が0.10mg/m3以下Ｂ案： 59m 0.023mg/m3 0.0000237mg/m3 0.023mg/m3 0.053mg/m3

ダイオキシン類
Ａ案：100m 0.023pg-TEQ/m3 0.000079pg-TEQ/m3 0.023pg-TEQ/m3 － 年平均値が0.6 pg-

TEQ/m3以下Ｂ案： 59m 0.023pg-TEQ/m3 0.000118pg-TEQ/m3 0.023pg-TEQ/m3 －
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＜Ａ案：煙突高さ100m ＞ ＜Ｂ案：煙突高さ59m ＞

N

E

S

W

12%

4

8

3m/s

2

1

13.3％

1.9m/s



土地又は工作物の存在及び供用（施設の稼働） 33

環境配慮の方針

• ごみの焼却処理により発生する排ガスについては、関係法令による排出基準より
厳しい自主基準を遵守する。

※ 方法書以降の環境影響評価手続においては、必要に応じ、項目の選定及び現
地調査を実施したうえで、検討された施設計画に基づく詳細な予測及び必要に応
じた環境保全措置の検討を行い、事業に伴う影響の低減を図る。



存在及び供用（工作物の存在） 34

調査の結果（現地踏査）

＜主要な眺望景観の状況＞

現地踏査日：
平成29年2月2日(木) 、7日(火)

（※既存資料調査で把握された主要な

眺望点からの眺望等の状況を把握）

① 甘南備山

⇒事業実施想定区域方向の眺望が開け

ていない

② 国見山

⇒事業実施想定区域方向の眺望が開け

ているが、眺望点周辺の樹木により
視認可能な範囲は限定的

③ 飯岡丘陵

⇒事業実施想定区域方向の眺望が開け

ている

※ 影響の予測・評価：事業実施想定区域
方向の眺望が開けている「②国見山」
「③飯岡丘陵」を対象とした。

主要な眺望景観

事業実施想定区域

凡例

②国見山

①甘南備山

③飯岡丘陵



複数案 Ａ案 Ｂ案

煙突高さ 100ｍ（頂部標高：約220m） 59ｍ（頂部標高：約179m）

複数案 Ａ案 Ｂ案

眺望景観
に対する

影響の程度

景観資源の眺望に変化はなく、
景観の変化は眺望点からの景観の
ごく一部の範囲に限られる。

また、仰角の変化は指標を下回
るため、眺望景観への影響は小さ
い。

景観資源の眺望に変化はなく、
景観の変化は眺望点からの景観の
ごく一部の範囲に限られる。

また、仰角の変化は指標を下回
るため、眺望景観への影響は小さ
い。

存在及び供用（工作物の存在） 35

予測手法・条件

• 主要な眺望点及び景観資源と複数案の配置計画との位置関係を整理したうえで、
フォトモンタージュを作成することにより、眺望景観の変化の程度について予測。

• 主要な眺望点からの施設（煙突）が視認される場合には、仰角又は俯角を算出し、
眺望景観の変化の程度を予測。

＜予測条件＞

予測・評価の結果



眺望景観（Ａ案：煙突高さ100m） 眺望景観（Ｂ案：煙突高さ59m）

仰角：－ 仰角：－

存在及び供用（工作物の存在） 36

予測・評価の結果①（国見山からの眺望）

新施設の煙突は視認されない

甘南備園焼却施設

新施設の煙突は視認されない

甘南備園焼却施設

・眺望点及び眺望の状況 ：事業実施想定区域の西南西約3.4kmの箇所に位置し、
眺望点の標高は約250mである。目前の樹木の先に甘
南備園焼却施設の煙突や遠方の山並みが眺望できるが、
眺望点周辺の樹木により視認可能な範囲は限られる。

・景観資源の視認状況 ：事業実施想定区域方向の眺望において、景観資源は視
認できない。



存在及び供用（工作物の存在） 37

予測・評価の結果②（飯岡丘陵からの眺望）

眺望景観（Ａ案：煙突高さ100m） 眺望景観（Ｂ案：煙突高さ59m）

仰角：2.3度 仰角：1.7度

甘南備園焼却施設

枚方市東部清掃工場

新施設煙突

甘南備園焼却施設

枚方市東部清掃工場

新施設煙突

・眺望点及び眺望の状況 ：事業実施想定区域の東約3.8kmの箇所に位置し、眺望
点の標高は約60mである。高台の道路上からの地点で
あり、目前に分布する住居等のほか、枚方市東部清掃
工場及び甘南備園焼却施設の煙突や甘南備山をはじめ
とする山並みが眺望できる。

・景観資源の視認状況 ：事業実施想定区域方向の眺望において、甘南備園焼却
施設の背後に、景観資源の甘南備山が視認できる。

甘南備山 甘南備山



存在及び供用（工作物の存在） 38

環境配慮の方針

• 施設の配置・構造等の検討に当たっては、周辺環境や土地利用との調和を図り、
景観の保全等に配慮する。

※ 方法書以降の環境影響評価手続においては、必要に応じ、項目の選定及び現
地調査を実施したうえで、検討された施設計画に基づく詳細な予測及び必要に応
じた環境保全措置の検討を行い、影響の低減に努める。
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• 環境影響に係る比較・検討の結果、Ｙ案（計画地盤高115m）に比べ、
Ｘ案（計画地盤高120m）の方が優位である。

施設等の配置に関する総合評価

• 環境影響に係る比較・検討の結果、Ｂ案（煙突高さ59m）に比べ、
Ａ案（煙突高さ100m）の方が優位である。

工作物の構造に関する総合評価

複数案 Ｘ案(計画地盤高120m) Ｙ案(計画地盤高115m)

総合
評価

Ｙ案に比べ掘削土量及び想定される残
土等運搬車両台数は少なくなる。

従って、工事の実施に伴う道路沿道に
おける大気質・騒音・振動への影響の程
度は、Ｙ案に比べ相対的に小さくなる。

Ｘ案に比べ掘削土量及び想定される残
土等運搬車両台数は多くなる。

従って、工事の実施に伴う道路沿道に
おける大気質・騒音・振動への影響の程
度は、Ｘ案に比べ相対的に大きくなる。

○ △

複数案 Ａ案（煙突高さ100m） Ｂ案（煙突高さ59m）

総合
評価

大気質の影響は、Ｂ案に比べ排ガスの
寄与濃度が低くなることから、影響の程
度は相対的に小さい。

また、景観の変化は眺望点からの景観
のごく一部の範囲に限られるなどより景
観への影響は小さく、Ｂ案との眺望景観
への影響の程度の差は小さい。

大気質の影響は、Ａ案に比べ排ガスの
寄与濃度が高くなることから、影響の程
度は相対的に大きい。

また、景観の変化は眺望点からの景観
のごく一部の範囲に限られるなどより景
観への影響は小さく、Ａ案との眺望景観
への影響の程度の差は小さい。

○ △
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